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【開催日】 令和８年３月１０日（火） 

【開催場所】 議場 

【開会・散会時間】 午前９時３０分～午前９時３８分 

【出席議員】 

議  長 髙 松 秀 樹 副 議 長 大 井 淳一朗 

議  員 穐 本 真 一 議  員 伊 場   勇 

議  員 大 年 恒 夫 議  員 奥   良 秀 

議  員 北 永 千 賀 議  員 白 井 健一郎 

議  員 武 野 裕 司 議  員 恒 松 恵 子 

議  員 中 岡 英 二 議  員 中 島 好 人 

議  員 中 村 博 行 議  員 濱 本 健 吾 

議  員 福 田 勝 政 議  員 藤 岡 修 美 

議  員 藤 谷 圭 子 議  員 前 田 浩 司 

議  員 宮 本 政 志 議  員 矢 田 松 夫 

議  員 山 田 伸 幸 議  員 脇 本 直 美 

【欠席議員】なし 

【事務局出席者】 

局  長 石 田   隆 議事係長 岡 田 靖 仁 
 

【付議事項】 

１ 議運決定事項について 

 

午前９時３０分 開会 

 

髙松秀樹議長 おはようございます。全員協議会を始めます。本日の付議事項、

議運決定事項について、議会運営委員長の報告を求めます。 

 

（伊場勇議会運営委員長 登壇） 

 

伊場勇議会運営委員長 皆様、おはようございます。それでは、第１５回議会
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運営委員会の決定事項について報告いたします。決定事項１、議運決定

事項について。２月２０日、３月３日及び３月４日の本会議において、

中島好人議員及び山田伸幸議員が議運決定事項に背く行為をしたため、

委員長において、当該議員に対して、資料のとおり勧告を行うこととい

たしました。中島議員には先ほど手渡しいたしました。山田議員につい

ては受け取りを拒否されましたので、日本共産党の会派室に勧告の文書

を置きました。続いて、２、本会議、委員会等における欠席者の報告に

ついて。議員が本会議を欠席し、遅参し、または早退するときには、議

長が当該議員の氏名、理由及び届出の有無を報告している。しかし、こ

のうち欠席等する理由については、本会議中に報告すべき合理的理由が

ないため、今後はこれを報告しないこととし、欠席等する議員の氏名及

び届出の有無のみを報告することとした。また、委員会等においても同

様に報告を行うことといたしました。以上で報告を終わります。 

 

（伊場勇議会運営委員長 降壇） 

 

髙松秀樹議長 ただいまの報告について、質問等はありますか。 

 

中島好人議員 先ほど私の名前が挙がって、受け取ったということを言われま

したが、中身を確認することなく、会派室に入られて渡されたんで受け

取ったわけで、それは判断して受け取ったわけではありませんので、そ

の辺のところは、私のほうから言っておきたいと思います。 

 

伊場勇議会運営委員長 書面をお渡しするときに、議運決定事項でお渡しする

ことになったことを申し添えてお渡しいたしました。片手ででしたけど、

受け取っていただきました。 

 

髙松秀樹議長 ほかに質疑はありますか。 

 

山田伸幸議員 私も同様の文書を渡されそうになりましたけど、私は受け取っ
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ておりません。なぜかといえば、このやり方が、私たちに対して議運決

定事項として強制されるのかどうなのか、その点はいかがなんですか。 

 

伊場勇議会運営委員長 資料にもありますとおり、勧告文を添えております。

委員会の決定事項については「議員は、これを尊重するものとする。」

と規定されている本市議会のルールであり、本市議会を構成する者とし

て当然に遵守すべき基本原則であるということです。 

 

山田伸幸議員 以前の全員協議会で、ほかにもこんな例があるのかという質問

をいたしましたが、そういった質問に対する回答でもあるのかなと思っ

たんですが、その回答もないままであります。一方的に議運決定事項と

いうことで手渡そうとされましたけど、それは受け取れないという意思

表示をいたしました。こういった申し合わせ事項にもまだなっていない

ものを強制するということは、議会としてあってはならないことだとい

うことをきちんと指摘しておきたいと思いますが、これはもう申し合わ

せ事項として決定されたんでしょうか。 

 

伊場勇議会運営委員長 申し合わせ事項で決定はしておりません。議会運営委

員会の決定事項として、議会のルールを決めたところでございます。ま

た、議会の自律権の中でふさわしい行動を議会運営委員会で決めて行う

ということは、当たり前の原則だというふうに考えます。 

 

山田伸幸議員 議運決定事項とされたのは、それは何らかの法律等に規定され

たものだからそういう決定をされたんでしょうか。 

 

伊場勇議会運営委員長 もう一度繰り返しますが、議会の自律権の中で行うべ

きものを行うべきだというふうに決めたということです。 

 

山田伸幸議員 そういったことを議員を強制するというようなことは、自律権

の範囲を超えているというふうに思わざるを得ません。先ほどの控室に
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おいても「受け取らないから持って帰りなさい」と言っても、そのこと

自体も拒否をするという態度であります。これでは、議会全体のスムー

ズな運営に資するものではない。そのようなやり方には断固抗議をいた

します。改めて、この文書は撤回していただきたいというふうに思いま

す。 

 

髙松秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 

 

中島好人議員 一つお尋ねします。この文章には、開催時において起立及び議

長への返礼を行わなかったことということが書かれてますが、その後、

山陽小野田市議会議会運営委員会に関する規程があるわけですけども、

起立及びこの議長への返礼が、議会運営とどういう関わりがあるのか。

議会運営外の話じゃないかと判断しますが。 

 

伊場勇議会運営委員長 そのように思っておりません。 

 

髙松秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上で

全員協議会を終わります。 

 

午前９時３８分 散会 

 


